
 
 

京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２２年１２月２８日 

                        京都市公営企業管理者   

                        上下水道局長 西村 京三 

京都市上下水道局管理規程第８号 

京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を改正する規程 

京都市水道料金等の領収証等に関する規程の一部を次のように改正する。 

 第３条第１号中「，休止精算時未納者及び納入通知書の紛失等による再発行として

用いる場合にあっては様式第７号」を削り，「様式第８号」を「様式第７号」に改め，

同条第２号中「様式第９号」を「様式第８号」に改め，同条第３号中「様式第１０号」

を「様式第９号」に改め，同条第４号中「様式第１１号」を「様式第１０号」に改め，

同条第５号中「様式第１２号」を「様式第１１号」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

様式第１号（第１条関係） 

１ ハンディターミナル機用 

 

  

２ 電子計算機用 

 

  

 

 



 
 

様式第３号を次のように改める。 

様式第３号（第２条関係） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

様式第６号を次のように改める。 

様式第６号（第３条関係） 

 １ ハンディターミナル機用 

    

   

２ 電子計算機用 

 

  



 
 

様式第７号を削り，様式第８号を様式第７号とし，様式第９号から様式第１１号ま

でを削り，様式第７号の次に次の３様式を加える。 

様式第８号（第３条関係） 

 



 
 

様式第９号（第３条関係） 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



 
 

様式第１０号（第３条関係） 

 



 
 

様式第１２号を様式第１１号とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２３年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，管理者が認めるものに限り，当分の間，これを使用す

ることができる。 

    (上下水道局総務部お客さまサービス推進室) 


